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検体測定室において自己採血を行う際の 

感染防止等衛生管理の徹底等について 

 

利用者自らが採取した血液について民間事業者が血糖値や中性脂肪などの生化学的

検査を行う事業については、「検体測定室に関するガイドラインについて」（平成 26年

4 月 9 日医政発第 0409 第 4号厚生労働省医政局長通知。以下、「検体測定室に関する

ガイドライン通知」という。）に基づき、取り扱われているところであるが、今般、一

部の検体測定室において検体測定室に関するガイドライン通知中、一部の項目を遵守

していない事例が見受けられたことを踏まえ、下記のとおり、検体測定室における衛

生管理の徹底を特に求めるとともに、検体測定室に関するガイドライン通知の遵守状

況に関する自己点検等の実施をお願いする。 

 

記 

 

１ 検体測定室における感染防止等衛生管理の徹底  

穿刺針の単回使用を徹底するため、穿刺器具全体がディスポーザブルとなっており、

構造上二度使用することができない器具の使用を徹底すること。 

一部の検体測定室で血糖値の測定に際し、ディスポ用の穿刺針を装着する穿刺器具

を使用している事例が見受けられたが、複数人による穿刺器具の共用を回避し、感染

を防止する観点から、厳格な取扱いを徹底していただきたい。 

また、薬局等において、検体測定室が、商品の陳列棚と一体化した場所に配置され

ている事例が見受けられたが、飛沫感染を防止する観点から、明確に区分された個室

等を確保すること。 

個室化が難しい場合には陳列棚等とは別の場所に固定された衝立を設置し、清潔が

保持できるよう検査を行うための十分な場所を確保していただきたい。 

 

２ 検体測定室に関するガイドライン通知の遵守状況に関する自己点検等の実施 

検体測定室における衛生管理の徹底を図るとともに、検体測定室に関するガイド

ライン通知の遵守状況について把握するため、別添のとおり、検体測定室による自

己点検等を進めることとする。  

ついては、平成 26 年 11 月 30 日までに、別添に基づき自己点検等を実施の上、

当課の専用メールアドレス（k-sokutei@mhlw.go.jp）宛に報告をお願いする。 

 

（照会先） 

医政局地域医療計画課医療関連サービス室（寺本、小野） 

電話 03-5253-1111（内線 2538、2539） 


